
 

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 

 
 

広島市水道事業管理者  様 

 

 

令和 元年 ５月 １日  

 

 

届出者  株式会社 広島設備 

 広島市中区基町９番３２号  

 広島 太郎                           

選任 

水道法第25条の4の規定に基づき、次のとおり給水装置工事主任技術者の  の届出をします。 

解任 

 

給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称 （株）広島設備 牛田営業所 

上記事業所で選任・解任する給水装置工事主任技術者の氏名  給水装置工事主任技術者の交付番号  選任・解任の年月日 

 牛田 新一  １２３４５６号  

 

 

記 入 例 

（新規指定申請時） 

 

申請される年月日 

選任されることとなる給水装置工事主任技術者

の氏名・免状の交付番号 

※他の事業所に選任されている場合は、 

その職務を行うにあたって支障がないことを 

確認しておく必要があります。 

記入しなくてもけっこうです。 

（選任年月日は、指定の日とな

ります。） 


